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 令和７年度院内感染等に関する相談事例（１事例） 
 
相談事例：透析プライミング時の手袋装着および透析穿刺時の介助者の PPE着用の 

必要性について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊今回、参考のガイドラインは日本透析医会公表の「透析施設における標準的な

透析操作と感染予防に関するガイドライン（六訂版）」であると思われる。 

このガイドラインでは、維持透析施設という特殊な医療環境（血液外回路、穿刺・

返血、複数患者同時処置、機器・ベッド共有など）において、一般医療施設の「標

準予防策」に加えて、透析特有のリスクを踏まえた対策が明記されている。さらに、

透析患者は免疫抑制状態に有ること、透析室は「血液を大量に扱う環境」で

HBV/HCV/HIVの感染リスクが常にあることから、感染対策は標準予防策を基本とし

て手指衛生、個人用防護具の適正使用、器材の清潔保持、血液・体液曝露防止を徹

底することとされている。以上をふまえて、相談内容について回答していく。 

 

相談内容１：回答 

「透析施設における標準的な透析操作と感染予防に関するガイドライン（六訂版）」

では 

【第 1章標準的透析操作】 

１.血液透析の準備 

１）ダイアライザ・血液回路を透析装置へ装着する． 

・直前に手指衛生を行うことを推奨する（Level 1 A）と記載されている。 

 

その解説では、「ダイアライザや血液回路の装着前には手指衛生を行い，未使用

のディスポーザブル手袋を着用する。」と明記されている。これは、標準予防策の

手指衛生の基本原則として実施することが推奨されており、アルコールによる手指

消毒（20-30秒）を行うことで、手指に一時的に付着した一過性菌や表皮ブドウ球

菌などの表在菌を 99〜99.9% 除去でき、深部常在菌は減少することができる。 

また、透析回路（血液回路・ダイアライザ）は「無菌製品としての取り扱い」

が原則と明記され、「清潔操作」と「無菌性維持」が極めて重視されている。この

ため、二次汚染（手指・環境からの微生物混入）を防止するためには手指消毒に加

えて未使用の未滅菌ディスポーザブル手袋の着用が必要となる。プライミングを実

施する場合に、担当者を決めて集中してプライミングを行う場合は手袋の破損がな

ければ、交換の必要はない。しかし、作業を途中で中断又は手袋の破損があった場

（相談内容） 

１． 透析のプライミングを行うときに、ガイドラインでは手袋を装着すること

が記載されているが、手袋をつけてプライミングをすることが清潔なのか、手

指衛生を実施すればそのままプライミングが可能ではないかと考えています。 

２． 透析の開始の時に穿刺側は PPE を着用している。もう一人の介助者は患者

のシャント肢を手で駆血し、その後インジェクションを貼用したり、回路接続

をサポートする。介助者の PPE はどの程度必要か？汚染の恐れがないと判断す

れば PPE の着用は必要ないか？ 



合には再度の手指衛生と手袋の交換が必要となる。 

透析プライミングは、WHO「手指衛生 5つのタイミング」の清潔・無菌操作の前

に該当する工程であり、血液回路は患者の血液へ直接つながる無菌領域に該当する

ため、回路汚染から血液へ病原微生物が直接混入することで血流感染のリスクが高

まる。この血流感染リスクを低減するためには、カテーテル関連血流感染予防の標

準となっている「血管内に直接つながるルートを扱う前には手指衛生・清潔手袋（未

使用未滅菌手袋）装着」の実践が必要となる。 

 

相談内容 2：回答 

「透析施設における標準的な透析操作と感染予防に関するガイドライン（六訂版）」

では 

【第 1章標準的透析操作】 

5.穿刺針と血液回路の接続 

1）患者側と装置側それぞれ 1人ずつ担当し共同で行うことを提案する. 

（Level 2 C） 

2）事前に手指消毒を行う． 

・ディスポーザブルの非透水性ガウンまたはプラスチックエプロン、サージカル

マスク、ゴーグルあるいはフェイスシールド、未使用のディスポーザブル手袋を

着用することを推奨する.（Level 1 A）と記載されている。 

 

  透析穿刺時は血液曝露リスクが高い処置であり、・患者の動き・血管穿刺部か

らの出血・ルート接続時の血液付着が生じやすいとされている。このため、血液

曝露が想定されることを考慮して穿刺に関わる 2名のスタッフ共に PPEの着用が

必要となる。 

  標準予防策の考え方は、すべての患者の血液・体液・分泌物・排泄物は感染性

があるものとして扱い、医療者と患者双方を感染から守るための基本原則となる。

前述の血液曝露リスクの低減（職員の針刺し損傷・粘膜曝露を含む）に加え、ス

タッフの手指・衣服を介した患者間交差感染（HBV/HCV/HIV など血液媒介感染）

の防止、透析回路・穿刺部の清潔維持（飛沫曝露防止・手指からの病原微生物の

付着防止）が標準予防策の目的となる。その方策の一つとして、手指衛生に次い

で、個人防護具（PPE）の適切な使用が挙げられ、穿刺時に関わる 2 名のスタッ

フが共に実践することがのぞましいと考える。 

 

＜参考文献＞ 
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ドライン（六訂版）, 2021. 

2. CDC:Guideline for Isolation Precautions： Preventing Transmission of 

Infectious Agents in Healthcare Settings 2007. 

3. WHO：Healthcare-associated Infection: Hand Hygiene Guidelines. 2009. 



２ 院内感染等に関する支援 

〇 技術的支援  

当委員会では、医療機関からの要請に対して、院内感染対策の立案や現在 

行なっている院内感染対策の評価に関する次の支援を行っております。 

・院内感染対策委員会への参加 

・病棟ラウンドへの参加 

 

要請内容に基づき当委員会の委員を紹介しますので、医療機関が当委員会へ直接 

依頼（文書等）してください。 

なお、旅費その他支援に係る費用は、医療機関が負担してください。 

 

 

【参考】過去の支援事例一覧 

 

令和６年度 ２件 ・院内の適切な感染対策について訪問指導 

・NDM 型カルバペネマーゼ産生腸内細菌目細菌（ＣＰＥ）アウトブレイク対

応後の訪問指導 

令和２年度  ３件  新型コロナウイルス感染症の院内感染発生(予防)に係る訪問指導 

令和元年度  １件  常滑市民病院の特定感染症病床運営支援 

平成 30年度 １件  常滑市民病院の特定感染症病床運営支援 

平成 29年度 ２件 ・ＣＲＥアウトブレイクに際し、菌株の解析ならびに助言等の実施 

・常滑市民病院の特定感染症病床運営支援。 

平成 28年度 ２件 ・ＣＲＥアウトブレイクに際し、菌株の解析ならびに助言等の実施。 

・常滑市民病院の特定感染症病床運営支援。 

平成 27年度 ２件 ・常滑市民病院の特定感染症病床開設に向けての指導及び助言。 

・常滑市民病院感染症科に対する指導。 

平成 24年度 １件 ＨＣＵ入院患者のバンコマイシン耐性腸球菌（疑）について、菌株の同定･

遺伝子分析、院内感染対策委員会にて助言等の支援実施。 

平成 23 年度 １件 多剤耐性アシネトバクターについて、書類上の審査と病棟ラウンドへの参

加、感染対策の職員教育への助言等の支援を継続実施。 

平成 22 年度 １件 多剤耐性アシネトバクターについて、書類上の審査と病棟ラウンドへの参

加、感染対策の職員教育への助言等の支援実施。 

平成 21 年度 １件 VRE アウトブレイクに際し、病棟ラウンドへ参加し、助言等の支援を継続

実施。 

平成 20年度 １件 VRE アウトブレイクに際し、病棟ラウンドへ参加し、助言等の支援実施。 



 

 （１）院内感染ネットワーク委員会規約  

（目的） 

第１条 県内の医療機関が院内感染対策を実施するにあたって、助言や技術支援を受けること

のできる相談体制を整備し、地域の院内感染対策の向上に寄与するため、専門家等で構成す

る院内感染ネットワーク委員会（以下「委員会」という）を設置する。 

（業務） 

第２条 委員会は次の業務を行う。 

 （１）医療機関からの院内感染の相談体制に関すること 

 （２）相談事例の分析及び情報提供に関すること 

 （３）医療機関への支援に関すること 

 （４）その他院内感染対策に関する事項に関すること 

（委員） 

第３条 委員会は、院内感染対策に知識のある医師、看護師、薬剤師、臨床検査技師等で構成

し、委員は、医療機関からの院内感染対策に関する相談に対応する。 

（委員長） 

第４条 委員会の委員長は委員の互選によって定める。 

（会議） 

第５条 委員会の会議は、委員長が招集し、おおむね年２回開催するものとする。 

 ２ 会議の議長は委員長とする。 

（意見の聴取） 

第６条 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者に委員会への参加を求め、意見を聴取す

ることができる。 

（個人情報の保護） 

第７条 委員会の運営・活動に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう努めな

ければならない。 

（事務局） 

第８条 委員会の事務局は、公益社団法人愛知県看護協会内に置く。 

（雑則） 

第９条 この規約の改正は、会議出席者の過半数の賛成を必要とする。 

 ２ この規約に定めるもののほか、委員会の運営・活動に関して必要な事項は、委員会の承

認を得て別に定める。 

 

附 則 

 この規約は、平成２０年１０月１５日から施行する。 

 この規約は、平成２２年３月１１日から施行する。 

 この規約は、平成２３年４月１日から施行する。 

 

３ 院内感染に関する相談体制 



（２） 院内感染に関する相談パンフレット・相談票 

 

 

 

 



 



４ 院内感染対策の参考となるホームページの紹介 

 

 

・愛知県医療安全支援センター 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/imu/0000024491.html 

愛知県が医療法第６条の１３に基づき医務課内に設置し、患者や家族からの医

療に関する困りごとや苦情相談に対応するとともに、医療の安全の確保に関する

情報提供等も行っています。 

 

・厚生労働省 

（医療安全対策） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/i

-anzen/index.html 

（新型コロナウイルス感染症 － 自治体・医療機関向けの情報一覧） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00088.html 

 

・国立感染症研究所 感染症疫学センター（ＩＤＳＣ） 

https://www.niid.go.jp/niid/ja/from-idsc.html 

 

・ＪＡＮＩＳ（院内感染対策サーベイランス） 

https://janis.mhlw.go.jp/ ＊トップページ＞資料 

 

・国立研究開発法人 国立国際医療研究センター（ＮＣＧＭ） 

http://www.ncgm.go.jp/ 

 

・ＣＤＣ（Centers for Disease Control and Prevention） 

https://www.cdc.gov/ 

 



 

 

院内感染ネットワーク委員会委員 

 

 

委員長     三鴨 廣繁    愛知医科大学病院 

委  員    天野 哲史    碧南市民病院 

石川 清仁    藤田医科大学ばんたね病院 

大野 誉子    日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院 

須川 真規子  公立陶生病院 

中村 敦      名古屋市立大学病院 

福原 順子    独立行政法人労働者健康安全機構 中部労災病院 

舟橋 恵二    愛知県厚生農業協同組合連合会 江南厚生病院 

三宅 喜代美 医療法人偕行会在宅医療事業部  

八木 哲也    名古屋大学医学部附属病院 

（敬称略五十音順） 
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